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今月のテーマ『冬のイチオシ』

年金／税金 花人街道237

上富良野町

第56回かみふらの雪まつり
　雪像の展示や様々な催しを行います。
　たくさんのご来場をお待ちしています。
日　時　令和２年２月２日（日）10時～15時
場　所　日の出公園特設会場（東１線北27号）
内　容　宝探し（子ども向け）、スノーラフティング、
　　　　スノーモービル体験、ココア無料配布　など
駐車場　場所に限りがあります。
　　　　乗り合わせか、徒歩での来場にご協力ください。
問　かみふらの雪まつり運営委員会
　　（上富良野町企画商工観光課）
☎　45-6983

中富良野町

ウインターフェスティバル2020
　雪像と大きな滑り台、雪や斜面を使った遊びとスポ
ーツ、恒例のチョコまきや焼き芋の配布などイベント
が盛りだくさん！『フラワー都市交流』鹿児島県和泊
町のエイサー隊による演舞披露があります！
　だれでも参加できる冬のひとときをお楽しみに！暖
かい格好でお越しください！
と　き：令和２年２月９日（日）12時から（予定）
ところ：北星スキー場
問　ウインターフェスティバル実行委員会事務局（教
　　育委員会）
☎　44-2204

富良野市

第55回ふらのスキー祭り
　富良野の三大祭の一つ「ふらのスキー祭り」で冬の
魅力を再発見！１日の夜には大輪の花火が冬空に舞い
上がります。豪華景品が当たる「遊ぶ食うポン券」発
売中。
と　き　２月１日（土）17:00-20:00
　　　　　※20:00～ミッドナイトスキー
　　　　２月２日（日）10:00-14:30
ところ　富良野スキー場（北の峰ゾーン特設会場）
問　実行委員会（ふらの観光協会）
☎　23-3388

南富良野町

かなやま湖『氷上わかさぎ釣り』
　かなやま湖のわかさぎ釣りシーズンが到来しまし
た。町では釣り場の管理などを行っていませんので、
釣りをされる方は氷の厚さや周辺の状況を十分ご確認
のうえ、安全に注意して行ってください。寒さが厳し
くなるこれからが本番です。ぜひお越しください。

問　役場企画課商工観光係
☎　52-2115

国民年金に加入するには？

　会社や公務員など、厚生年金保険や共済組合に加入
されている方が該当します。加入手続きは、勤務先が
行います。

　加入種別と加入手続き

　国民年金は、誰もが加入する制度です。日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての方は、国民年金に加入する
ことになります。加入者は、職業などによって３つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きが異なります。

　自営業者、学生、フリーター、無職の方などが該当
します。加入手続きは、ご自分で住所地の市町村の国
民年金担当窓口で行います。

　国民年金の第２号被保険者に扶養されている配偶者
の方が該当します。加入手続きは、第２号被保険者の
勤務先を経由して行います。

　保険料の納付は口座振替で
　国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用にな
れます。口座振替をご利用いただくと保険料が自動的
に引き落とされるので、金融機関などに行く手間が省
けるうえ、納め忘れもなく、とても便利です。また、
口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付する
ことにより、月々50円割引される早割制度や、現金納
付よりも割引額が多い６ヶ月前納・１年度前納・２年
度前納もあり、大変お得です。
　口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、
通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望の金融機
関または年金事務所へお申し出ください。
　詳しくは、旭川年金事務所（0166-27-1611）または
役場住民課戸籍担当までお問い合わせください。

問　住民課戸籍担当　☎　56-2123

　固定資産税とは？
　基準日である１月１日に土地、家屋、償却資産（こ
れらを称して「固定資産」といいます。）の所有者に課
税されます。固定資産の所有に変更がある場合や、家
屋の新築・増築・取り壊しなどがありましたらご連絡
ください。なお、償却資産（事業用資産）の所有者は
地方税法の規定により申告が必要です。令和元年中の
異動を申告するための書類を発送しますので、令和２
年１月31日までに提出をお願いします。また、インタ
ーネットを利用して地方税の手続きを行うｅＬＴＡＸ

（エルタックス）での申告も受け付けていますのでご利
用ください。詳細は、一般社団法人 地方税電子協議会
のホームページ（http：//www.eltax.jp/）をご覧ください。

源泉所得税　   　  復興特別所得税　  納付期限

１月１日　  固定資産税・個人住民税　　基準日

　納期の特例の適用を受けた方の、７月から12月までに源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納付期限が近
づいてきました。期限までの納付をお願いします。

　納付期限　令和２年１月20日（月）
◎納付手続きには、下記の方法があります。
１　最寄りの金融機関（郵便局・銀行などの日本銀行歳入代理店）又は所轄の税務署の窓口で納付する方法（現金
　に納付書を添えて、納付してください。）
２　ダイレクト納付等を利用して電子納税する方法（ご利用には、事前に税務署へ届け出が必要です。）
　※電子納税は自宅に居ながらにして国税の納付手続が可能となることから、金融機関の窓口まで出向かなくては
　　ならない、あるいは窓口の受付時間内しか納付できないなどの場所・時間的な制約がなくなるというメリット
　　があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問　富良野税務署　☎　22-2144

は の
　個人住民税とは？

　令和２年１月１日現在の住所地で、平成31年１月１
日～12月31日の収入に対して課税されます。なお、占
冠村に住民登録がない場合でも、居住実態があれば占
冠村で課税されます。そのため、１月２日以降に他の
市町村に転居した場合でも、その年度分は占冠村に納
付することになります。個人住民税は、市町村民税と
都道府県民税の総称です。

問　総務課税務担当　☎　56-2121

及び の について
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